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(54)【発明の名称】 機能更新可能な装置及びこの装置用のオプションカード

(57)【要約】
例えば電子医療装置(2)のような装置が、種々の機能
を実行するための多数のプログラムまたはルーチンを予
め記憶しているメモリー(6b)を有する。これらの機
能の一部は、装置を使用に供する際には可能になってい
ないオプション機能である。その後に装置のユーザが、
これらのオプション機能のいずれかを動作させることを
所望すれば、多数のメモリーブロック(20a-20n
)を有するオプションカード(20)をユーザに送り、
これらの各メモリーブロックは、予め記憶しているオプ
ション機能の１つを可能にするような特定の構成である
。そしてユーザは、装置と一体化した受口(16)にオ
プションカード(20)を挿入して、装置のパワーアッ
プに際し、装置に予め記憶している所望のオプション機
能を可能にするためのメニュー(24)を選択する。オ
プションカード(20)は、このカードを使用して、装
置に予め記憶している多数のオプション機能を可能また
は不可能にすることができる装置の数を示すカウント数
を有するように構成することができる。オプションカー
ド(20)が製造者に返送された際に、このカードを挿
入した装置の通し番号がカードに記録されていれば、製
造者は、現場にある装置の、オプション機能を可能／不
可能にした状態を容易に課金管理することができる。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  多数の機能を実行すべく適応可能な装置であり、

  各々が前記機能のうちの１つを実行するための、多数のプログラムまたはルー

チンを予め記憶する記憶手段と；

  トークン手段を受け入れるポート手段とを具え、前記トークン手段が、多数の

動作コードを含むデータを記憶するメモリー手段を有し、前記動作コードの各々

が、前記記憶手段に記憶している前記プログラムまたはルーチンのうち選択した

ものを動作可能にする装置において、

  前記装置に予め記憶している特定機能を使用可能にするために、前記トークン

手段内の前記特定機能に対応するコードを選択的に動作させて、前記トークン手

段を前記ポート手段に挿入すると、これにより、前記装置に予め記憶している前

記特定機能が可能になることを特徴とする多数の機能を実行すべく適応可能な装

置。

【請求項２】  前記装置がディスプレイを有する医療機器であることを特徴とす

る請求項１に記載の装置。

【請求項３】  前記記憶手段が少なくとも１つのＲＡＭを具えていることを特徴

とする請求項１に記載の装置。

【請求項４】  さらに、前記装置の特定機能が使用可能であるか否かを示すデー

タを記憶する他の記憶手段を具えていることを特徴とする請求項１に記載の装置

。

【請求項５】  前記他の記憶手段に記憶するデータが多数のパラメータを具えて

、該パラメータの各々が、前記装置において当該パラメータに対応する機能が可

能であるか否かを示すものであることを特徴とする請求項４に記載の装置。

【請求項６】  前記トークン手段を前記ポート手段に挿入した後に、前記装置か

らのオプションメニューを選択して、可能にすることを所望するいずれかの機能

を前記オプションメニューから選定した際に、前記他の記憶手段内のデータを、

前記トークン手段に記憶しているデータと交換可能であることを特徴とする請求

項５に記載の装置。

【請求項７】  前記トークン手段が、前記メモリーカードを前記ポート手段に挿
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入した後に、前記装置に予め記憶している特定機能を可能にするための複数のデ

ータフィールドを含む少なくとも１つのメモリーブロックを有するＰＣＭＣＩＡ

フラッシュメモリーカードを具えていることを特徴とする請求項１に記載の装置

。

【請求項８】  前記メモリーカードが所定のカウント数を含み、前記メモリーカ

ードが前記対応する動作コードを他の装置に供給すべく適応可能であり；

  前記メモリーカードを、前記予め記憶している特定機能を前記装置において可

能にするために使用した後に、前記所定のカウント数を１だけ減少させて、その

後に、前記メモリーカードが、前記予め記憶している特定機能を前記他の装置及

び追加的な他の装置において可能にするために使用可能であり、前記所定のカウ

ント数が０より大きい限り、前記メモリーカードが、前記予め記憶している特定

機能を有する前記他の装置のすべてを動作させるために使用可能であることを特

徴とする請求項７に記載の装置。

【請求項９】  前記メモリーカードの前記所定のカウント数が変更可能であるこ

とを特徴とする請求項８に記載の装置。

【請求項１０】  前記メモリーカードを前記ポート手段に挿入した後に、前記メ

モリーカードが、前記装置に予め記憶している他の機能を可能にするための複数

のデータファイルを含む他のメモリーブロックを具えることができることを特徴

とする請求項７に記載の装置。

【請求項１１】  前記装置に予め記憶している前記機能が、少なくともＥＣＧ、

ＲＳＰ、ＮＩＢＰ、及び５線ＥＣＧを含むことを特徴とする請求項１に記載の装

置。

【請求項１２】  前記ＥＣＧ及びＲＳＰ機能が、前記トークン手段によって選択

的に可能にする機能ではなく、前記装置に造り付けの使用可能な機能であること

を特徴とする請求項８に記載の装置。

【請求項１３】  前記装置が、患者に接続可能な複数の検出手段を有して、前記

機能を実行して前記患者からの生理学的なデータを収集して表示するモニタであ

ることを特徴とする請求項１に記載の装置。

【請求項１４】  前記メモリーカードの前記データフィールドのうちの１つを、
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前記メモリーカードを使用して可能にする機能を有する装置の通し番号または識

別番号を記憶するために使用することを特徴とする請求項７に記載の装置。

【請求項１５】  多数の機能を実行するための多数のプログラムまたはルーチン

を予め記憶するメモリー手段を具え、前記機能のうちの少なくとも１つが、前記

装置を最初に使用に供した時点ではオプション機能であり；

  さらに、トークン手段を受け入れるための入力ポート手段を具え、前記トーク

ン手段が、前記オプション機能を動作または不動作状態にするための少なくとも

１つのコードを有し；

  前記トークン手段を前記入力ポートに挿入した際に、前記メモリー手段に予め

記憶している前記オプション機能を、前記トークン手段に記憶している前記１つ

のコードによって可能または不可能にすることを特徴とする多機能装置。

【請求項１６】  前記メモリー手段が、前記プログラムまたはルーチンを記憶す

るＲＯＭを具えて、さらに、

  機能を実行するために前記プロセッサ手段によって実行すべきプログラムまた

はルーチンを少なくとも記憶するＲＡＭと；

  多数のパラメータを記憶するスタティックＲＡＭとを具え、前記パラメータの

各々が１つの機能を可能または不可能にするものであり、前記１つの機能を、前

記ＲＡＭに記憶している前記プログラムまたはルーチンのうち当該機能に対応す

るものによって実行することを特徴とする請求項１５に記載の装置。

【請求項１７】  前記トークン手段が、前記装置に予め記憶している特定機能を

可能または不可能にするための、少なくとも１つの動作コードまたは不動作コー

ドを記憶する不揮発性メモリーを有することを特徴とする請求項１５に記載の装

置。

【請求項１８】  前記装置が、ディスプレイを有する医療機器であることを特徴

とする請求項１５に記載の装置。

【請求項１９】  前記トークン手段が、少なくとも１つの動作または不動作コー

ドを記憶する不揮発性メモリーを有するＰＣＭＣＩＡフラッシュメモリーカード

を具え、前記少なくとも１つの動作または不動作コードが、前記スタティックＲ

ＡＭに記憶している前記パラメータのうちの１つのパラメータを動作または不動
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作状態にして、これにより、前記ＲＡＭに記憶している前記機能のうち、前記１

つのパラメータに対応するものを可能または不可能にすることを特徴とする請求

項１５に記載の装置。

【請求項２０】  前記トークン手段がＰＣＭＣＩＡフラッシュメモリーカードを

具え、前記メモリーカードが所定のカウント数を含み、前記メモリーカードが、

前記１つのコードを他の装置に供給するためにすべく適応可能であり；

  前記メモリーカードを使用して、前記装置に予め記憶している前記オプション

機能を可能または不可能にした後に、前記所定のカウント数をそれぞれ所定量だ

け減少または増加させて；

  その後に、前記メモリーカードを使用して、前記他の装置及び追加的な他の装

置に予め記憶した前記オプション機能を可能または不可能にすることができ、前

記メモリーカードが、前記オプション機能を予め記憶している前記他の装置のす

べてを動作または不動作状態にするために使用可能であり、前記他の装置の各々

において、前記オプション機能を動作または不動作状態にした後に、前記所定量

をそれぞれ減少または増加させることを特徴とする請求項１５に記載の装置。

【請求項２１】  前記装置に記憶している前記機能が、少なくともＥＣＧ、ＲＳ

Ｐ、ＮＩＳＰ、及び５線ＥＣＧを含むことを特徴とする請求項１５に記載の装置

。

【請求項２２】  前記ＥＣＧ及びＲＳＰ機能が、前記装置を使用に供した時点で

使用可能であることを特徴とする請求項２１に記載の装置。

【請求項２３】  前記装置が、患者に接続可能であり、前記患者からの生理学的

なデータを収集及び表示するための複数の検出手段を有することを特徴とする請

求項１５に記載の装置。

【請求項２４】  プロセッサ手段と；

  多数の機能を実行するための、前記機能に相当する数のプログラムまたはルー

チンを予め記憶するメモリー手段とを具え、前記機能のうちの少なくとも１つが

、前記装置を最初に出荷した時点では使用可能でないオプション機能であり；

  さらに、少なくとも１つの動作コードを記憶しているトークン手段を受け入れ

る入力ポート手段と；
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  前記プロセッサ手段、前記メモリー手段、及び前記入力ポート手段を相互接続

するバスとを具え；

  前記トークン手段を前記ポート手段に挿入した際に、オプション機能を動作さ

せるために、前記トークン手段に記憶している前記オプション機能に対応する１

つの動作コードを読み込んで、これにより、前記メモリー手段に予め記憶してい

る機能のうち、前記動作させたオプションに相当する機能を、前記装置において

可能にすることを特徴とする多機能装置。

【請求項２５】  前記装置が医療機器であることを特徴とする請求項２４に記載

の装置。

【請求項２６】  前記装置が、患者に接続可能であり、前記機能を実行すること

によって前記患者からの生理学的なデータを収集するための多数の検出手段を有

するモニタであることを特徴とする請求項２４に記載の装置。

【請求項２７】  前記トークン手段がＰＣＭＣＩＡフラッシュメモリーカードを

具え、該メモリーカードが所定のカウント数を含み、前記メモリーカードが、前

記１つのコードを他の装置に供給すべく適応可能であり；

  前記メモリーカードを使用して、前記装置に予め記憶している前記オプション

機能を可能にした後に、前記所定のカウント数を所定量だけ減少させて；

  その後に、前記メモリーカードを使用して、前記他の装置及び追加的な他の装

置に予め記憶している前記オプション機能を可能にすることができ、前記メモリ

ーカードが、前記オプション機能を予め記憶している前記他の装置のすべてを動

作させるために使用可能であり、前記他の装置の各々において前記オプション機

能を動作させた後に、前記所定量を減少させることを特徴とする請求項２４に記

載の装置。

【請求項２８】  前記装置に記憶している前記機能が、少なくともＥＣＧ、ＲＳ

Ｐ、ＮＩＢＰ、及び５線ＥＣＧを含むことを特徴とする請求項２４に記載の装置

。

【請求項２９】  前記装置を最初に使用に供した際に、前記ＥＣＧ及びＥＳＰ機

能が使用可能な機能であることを特徴とする請求項２４に記載の装置。

【請求項３０】  装置の受口に挿入して、前記装置に予め記憶している少なくと
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も１つのオプション機能を動作させるためのメモリーカードであり、前記予め記

憶しているオプション機能は前記装置によって実行すべく適応可能であるが、前

記メモリーカードを挿入する前には実行不可能であり、

  前記メモリーカードが、前記装置に記憶している１つの特定オプション機能を

動作させるためのデータを記憶する少なくとも１つのメモリーブロックを具え、

該メモリーブロックが、事前設定したカウント数を含むデータフィールドを含め

た多数のデータフィールドを有し、前記カウント数が、同一の前記特定オプショ

ン機能を予め記憶している前記装置及び他の装置において前記特定オプション機

能を動作させるために前記メモリーカードを使用することを可能にし、前記他の

装置の各々において前記特定オプション機能を動作させるために前記メモリーカ

ードを前記他の装置の各々の受口に挿入する毎に、前記事前設定したカウント数

を所定量だけ減少させて、前記事前設定したカウント数からの残りが前記所定量

よりも大きい限り、前記メモリーカードが前記他の装置において前記特定オプシ

ョン機能を動作させるために使用可能であることを特徴とする装置挿入用のメモ

リーカード。

【請求項３１】  前記データフィールドのうちの１つを使用して、前記メモリー

カードによって可能にした機能を有する装置の通し番号または識別番号を記憶す

ることを特徴とする請求項３０に記載のメモリーカード。

【請求項３２】  前記データフィールドのうちの１つを使用して、前記事前設定

したカウント数からの減少量を表現する数を記憶することを特徴とする請求項３

０に記載のメモリーカード。

【請求項３３】  さらに複数のメモリーブロックを具え、該メモリーブロックの

各々が、前記装置及び前記他の装置に予め記憶しているオプション機能のうち前

記メモリーブロックに対応するものを動作させるべく適応可能であることを特徴

とする請求項３０に記載のメモリーカード。

【請求項３４】  前記装置が、前記メモリーカードを前記受口に挿入した後に、

前記装置に予め記憶している特定オプション機能のうちの１つをユーザが選択的

に動作させることを促進するためのメニューを表示するディスプレイを有する装

置であることを特徴とする請求項３０に記載のメモリーカード。
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【請求項３５】  前記装置が医療装置であることを特徴とする請求項３０に記載

のメモリーカード。
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【発明の詳細な説明】

【０００１】

（発明の分野）

  本発明は多機能装置、特に、多数のオプション機能を内部に記憶して、それら

の一部を選択的に動作させることが可能な、プログラム可能な装置に関するもの

である。

【０００２】

（発明の背景）

  電子装置を使用に供する際には、装置を動作させるための内部プログラム、あ

るいはこうした装置が実行する機能は往々にして、交換または更新が必要になる

。このことは従来法では、こうした装置に新たなプログラムまたは新たな更新コ

ードを入力することによって行っている。Whitley他による米国特許第5,590,373

号は、電子装置内のプログラムを更新するこうした方法を開示しており、この例

では現場でプログラム可能な個人用通信装置（ＰＤＩ）である。ＰＤＩ内のプロ

グラムの更新を達成するために、WhitleyはＰＣＭＣＩＡ（Personal Computer M

emory Card International Association：パーソナルコンピュータ用メモリーカ

ードの国際標準化団体）カードが使用可能であることを教示している。特に、Ｐ

ＣＭＣＩＡカードをＰＤＩ装置の適切な受口に挿入して、新たなプログラムをこ

のカードに記憶して、この新たなプログラムをＰＤＩの電気的にプログラム可能

な読み出し専用メモリー（ＥＰＲＯＭ）に転送して、ＰＤＩによって実行する機

能を再構成することができる。換言すれば、ＰＤＩ内のプログラムを、ＰＣＭＣ

ＩＡカードによってＰＤＩに供給する新たなプログラムに置き換える。さらに、

新たなプログラムをＰＤＩ装置にロードする際に、往々にしてユーザと装置との

間にある種の相互作用（対話）が生じる限り、ＰＤＩの内部プログラムをＰＣＭ

ＣＩＡカードからの新たなプログラムで更新する際に、問題に遭遇し得る。

【０００３】

  従来法はさらに、ＰＣＭＣＩＡカードのようなメモリーカードを、例えば自動

販売機またはパーキングメーターのような独立装置との間で情報を転送するため

に使用して、これによりメモリーカードと装置との間でデータを転送できること
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を教示している。こうした例の１つは、Cagliostroによる米国特許第5,500,517

号に開示され、これは、装置を使用するためのコスト、及びこの装置から販売す

る商品の価格を更新する目的で、装置に情報を転送するためにＰＣＭＣＩＡカー

ドを使用することを開示している。

【０００４】

  医療装置については、Armstrong他による米国特許第5,606,978号に、ＩＣカー

ドを受け入れるためのスロット（挿入口）を有する心臓監視装置が開示されてお

り、このＩＣカードは、装置に記憶しているプログラムを制御して、これにより

装置の動作を制御するために用いる特定の制御データを含んでいる。Mobergによ

る米国特許第5,265,607号も医療装置を開示しており、この例では、構成設定カ

ードに適合すべく適応した筐体を有するヘッドボックスを具えたＥＥＧモニタで

ある。こうした構成設定カードはこの筐体に電気的かつ機械的に適合し、かつ特

定種類の監視手順を提供すべく構成されて、これにより患者からの特定種類のＥ

ＣＧ波形を監視することができる。

【０００５】

  医療環境においては、上述した従来法において要求されるように、介護従事者

が装置のプログラミングを取り扱わなければならないことに気を取られないこと

が望ましい。さらに、医療環境において装置が実行すべきいずれの機能も高信頼

性でなければならず、即ち装置を使用に供する際に、これらの機能を十分に試験

しなければならない。こうした医療装置においてプログラムを適切に実行するた

めには、プログラムに対するいかなる調整または改変も、患者のいる環境では許

容不可能である。従って、特に医療装置においては、新たな機能を装置に提供す

る絶対確実な（フールプルーフの）方法が必要になる。

【０００６】

（発明の概要）

  上述した必要性を満足するために、本発明の電気または電子装置は、装置を出

荷する前に、装置に可能な機能を装置が実行できるようにするためのすべてのプ

ログラムを、装置に装備させる。これらのプログラムまたはルーチンは、プログ

ラム可能な読み出し専用メモリー（ＰＲＯＭ）、電気的ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）
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、あるいは本発明の場合はフラッシュメモリーＲＯＭに記憶したファームウエア

の形態にすることができる。装置を出荷する前にこれらのすべてのプログラムを

十分試験して、装置においてこれらのプログラムを動作させた際に、問題に遭遇

しないことが保証されるようにする。装置を出荷する際に、ユーザが購入した機

能のみを可能にし、即ちこれらの機能を実行するプログラムまたはルーチンを動

作させる。

【０００７】

  一旦装置を使用に供して、装置が追加的な機能を実行することをユーザが所望

する場合には、ＰＣＭＣＩＡカードの形態となりうるトークンまたは他のメモリ

ーカードを、装置に造り付けの受口への入力用に、ユーザに送る。このＰＣＭＣ

ＩＡカードは、装置を認識するために必要な種々のデータ、装置で利用できるプ

ログラム可能な機能の種類、及び最も重要なものとして、装置に予め記憶してい

る所望のオプション機能が可能であることについて記憶する少なくとも１つのメ

モリーブロックを有するように構成されている。購入したオプション機能を可能

にすることは、ＰＣＭＣＩＡカードを予め装置の受口に合わせた後に、装置をパ

ワーアップ（能力向上）する際に行うことができる。

【０００８】

  複数の装置における異なるオプション機能を可能にすべき環境の場合には、こ

のメモリーカードを異なるメモリーブロックを有するように構成して、各メモリ

ーブロックは、装置に予め記憶している特定のオプション機能を可能にすべく適

応可能である。これにより、複数の装置を可能にするために、ユーザが同一のカ

ードを持って、これを異なる装置のそれぞれの受口に挿入して、ヘルプメニュー

の助けを借りて、複数の装置における異なるオプション機能を可能にする必要が

あるに過ぎない。

【０００９】

  このようにして、既に装置に造り付けの他のオプションを有するのと同時に、

ユーザが所望するオプションのみを可能にすることによって、本発明の装置は、

装置を出荷した後に、ユーザが所望するオプション機能を以て迅速かつ容易に更

新することができる。従ってユーザは、将来必要となり得る機能を事前に知って
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おくか、あるいはこれに対して代価を支払う必要がない。さらに、特定顧客向け

の装置を製造しなければならない代わりに、特定顧客が必要とする機能のみを可

能にすることによって、多機能の装置を、特定顧客向けの特定機能を選択的に可

能にするかあるいは動作させて、すべての顧客に送ることができる。

【００１０】

  従って本発明の目的は、多数の機能を有して、これらの機能の一部は、装置を

出荷した後に、単にオプションカードを挿入するだけで動作させることが可能な

装置を提供することにある。

【００１１】

  本発明の他の目的は、装置を製造者に返送してもらう必要なく、ユーザが所望

する特定機能を可能にするカードを単にユーザに送ることによって、装置の機能

を再構成することが可能な装置を有することにある。

【００１２】

  本発明のさらに他の目的は、ユーザが同一のオプションカードを使用すること

によって、特定機能を動作させることを可能にすることにある。

  上述した本発明の目的及び利点は、以下の図面を参照した実施例の説明より明

らかになり、これにより本発明を最良に理解することができる。

【００１３】

（実施例の詳細な説明）

  例えばＳＩＭＳ  ＢＣＩ  ＡＤＶＩＳＯＲモニタのようなプログラム可能な電

子装置は、通常多数の構成要素から構成される。図１に示す装置２に表わされる

ように、装置内の構成要素は通常、プロセッサ４、読み出し専用メモリー（ＲＯ

Ｍ）６、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）の形態の作業メモリー８、及びバ

ス１０を含み、すべての構成要素をバス１０に相互接続する本発明については、

ＲＯＭ６を２つのセクション、即ち立ち上げ（ブートアップ）プログラムを記憶

するセクション６ａと、装置に可能な機能をプロセッサ４が実行するための種々

のプログラムまたはルーチンを記憶するセクション６ｂとに分割する。

【００１４】

  図１にはさらに、例えばＡＤＶＩＳＯＲモニタのような本発明の装備を示し、
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これはバッテリパックのスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）１２、ディスプレイ１

４、受口（コンセント）１６、及び患者インターフェース１８を具えている。患

者インターフェース１８は、センサを患者に接続して、患者からの生理学的なデ

ータを受け取るための多数のインターフェースを具えている。例えば本発明のＡ

ＤＶＩＳＯＲモニタのような受口１２は、例えばＰＣＭＣＩＡカード２０のよう

なトークン手段を合わせることが可能なＰＣＭＣＩＡポートである。

【００１５】

  装置２は次のように動作する。ＲＯＭ６ｂは多数の機能を記憶している。好適

なＡＤＶＩＳＯＲモニタについては、これらの機能は例えば、浸潤性血圧（ＩＢ

Ｐ）、体温、ＥＣＧ、５線ＥＣＧ、及び呼吸（ＲＳＰ）の監視を含む。またＲＯ

Ｍ６ｂに記憶し得る機能は、非浸潤性血圧（ＮＩＢＰ）の監視を含む。もちろん

、患者からの追加的な生理学的データを監視するための他の機能も、ＲＯＭ６ｂ

に予め記憶することができる。本発明については、装置を出荷した時点で顧客が

必要として購入したものに応じて、ＲＯＭ６ｂに記憶している１つ以上の機能プ

ログラムを使用不可能にする。

【００１６】

  電源を投入すると、ＲＯＭ６ａ内の立ち上げプログラムが装置２の動作を開始

する。装置２の制御全般はプロセッサ４によって行い、プロセッサ４はＲＯＭ６

ｂからのプログラムを検出すると、これらのプログラムをＲＡＭ８にコピーして

、これらのプログラムに関する機能を装置２において利用可能にする。例えば、

患者インターフェース１８によって患者を血圧センサに接続して、これにより装

置２が患者の血圧の監視を開始することができる。例えば患者のＥＣＧ及び体温

のような他の生理学的データについても同様である。好適なＡＤＶＩＳＯＲモニ

タ装置については、患者の生理学的データの実時間測定値を実質的に表現する波

形をディスプレイ１４に表示する。

【００１７】

  好適なＡＤＶＩＳＯＲ装置２については、モニタをユーザに出荷した時点で、

このユーザが５線ＥＣＧ及びＲＳＰの機能を所望せず、そして実際に購入してい

ないものと仮定する。結果的にこれら２つの機能が、ＲＯＭ６ｂに記憶されて残
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っているオプション機能になる。実際にユーザは、これら２つのオプション機能

がＲＯＭ６ｂに予め記憶されていることを知らない。ユーザが知っていることは

、これらの機能はユーザが後日購入できるオプション機能であるということだけ

である。

【００１８】

  図１に示すように、ＰＣＮＣＩＡカード２０を多数のメモリーブロック２０ａ

、２０ｂ、...、２０ｎで表わす。図２に詳細に示すように、各メモリーブロッ

クは同一のものである。例えばメモリーブロック２０ａのようなメモリーブロッ

クを、多数のバイトで構成される多数のデータファイルを含むように示してある

。これらは、フィールド２２ａを構成するバイト０～１９、フィールド２２ｂを

構成するバイト２０～２３、フィールド２２ｃを構成するバイト２４～２７、フ

ィールド２２ｄを構成するバイト６８～６９、フィールド２２ｅを構成するバイ

ト８０～８３、フィールド２２ｆを構成するバイト８４～８７、フィールド２２

ｇを構成するバイト８８～９１、及びフィールド２２ｈを構成するバイト９２か

らメモリーブロックの終わりまでのバイトである。データフィールド２２ａは、

オプションカードであることをモニタに伝える情報を含むＩＤフィールドである

。データフィールド２２ｂは、装置のパワーアップ（能力向上）中に用いるチェ

ックサム（合計値検査）フィールドである。データフィールド２２は、オプショ

ンカードのバージョンをモニタに伝えるものである。データフィールド２２ｅは

、カードと共に購入したオプションの合計のカウント数を提供する。このカウン

ト数は、多数の装置において同一のオプション機能を可能にするためにカードを

用いる際に使用する。データフィールド２２ｇは、カードを使用可能な装置の通

し番号のカウント数を提供する。データフィールド２２ｈは、オプションを可能

にするためにカードを挿入した装置の通し番号を記録する。

【００１９】

  こうして、受口１６に挿入したオプションカードで装置２をパワーアップする

と、プロセッサ４はまず、ＳＲＡＭ１２内の情報を読み込んで、可能になってい

る機能を特定して、これらの機能に関するプログラムをＲＯＭ６ｂから検索して

、これらのプログラムを作業メモリー、即ちＲＡＭ８に書き込む。その後に、装
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置を工場から出荷した時点では可能になっていないＳＲＡＭ１２内のオプション

について、オプションカード２０内の種々のメモリーブロックとの比較を行って

、装置に予め記憶しているいずれかのオプション機能を可能にすべきか否かの特

定を行う。例えばオプションカード２０当り１つのオプションを可能にすべき場

合には、当該機能に対するＳＲＡＭ１２内の不可能フラグを切り換えて、この時

点で、ＲＯＭ６ｎ内の適切なプログラムまたはルーチンを検索して、ＲＡＭ８に

書き込む。そしてこのオプション機能が、装置２において使用可能になる。

【００２０】

  オプションカード２０が複数のメモリーブロック２０を有するものとすれば、

装置２において２つ以上のオプション機能を可能にすることが考えられる。例え

ばユーザが、好適な装置２における５線ＥＣＧ及びＲＳＰ呼吸機能を共に可能に

したいことがあり得る。

【００２１】

  ＳＲＡＭ１２内では、購入した種々のオプションをコード更新によって規定す

る。手近な例として、ここでも、装置２の出荷の前には、５線ＥＣＧ及び呼吸Ｒ

ＳＰのオプション機能を購入していないものと仮定する。従ってこれらの機能を

表わすＳＲＡＭ１２内のフラグは、装置２については可能になっていない。そし

てこれらのオプション機能は通常は、装置２をオン状態にした際に可能にならな

い。しかし、１つの例外が存在する。

【００２２】

  即ち、パワーアップに際し、装置２がＳＲＡＭ１２のオプションのブロックを

チェックして、装置２について可能として示されているオプションに何らかの変

更があったか否かを特定する。（例えば、ＳＲＡＭ用のバッテリが約１０年持続

する限りはほとんどあり得ないことであるが、バッテリがなくなることによって

）ＳＲＡＭ１２が壊れるようなことが発生していれば、ＳＲＡＭに記憶している

情報が壊れていれば、あるいはＳＲＡＭ内に変化または新たな改訂が存在してい

れば、事前に可能にしていないオプションがデフォルトで可能の状態になる。

【００２３】

  設計上の見地から、ＳＲＡＭ１２内のオプションブロックが、追加したビット
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マップのオプションフラグを有する単一の語を含んでいる。また１１バイトまで

の通し番号プラス１つのヌルキャラクタ（空文字）を含む１２バイトのフィール

ドも追加してある。装置２をオン状態にする毎に毎回、この装置についてのオプ

ション機能をチェックする。例えば、５線ＥＣＧを購入していなければ５線ＥＣ

Ｇ機能が不可能なので、装置２のディスプレイ１４は、３線ＥＣＧモードで表示

可能な波形のみを表示する。同様に、呼吸の機能を購入していなければ、この機

能は同様に不可能である。

【００２４】

  事前にＲＯＭ６ｂに記憶しているが、何らかの理由により可能にしていない機

能を可能にしたい際には、装置２に予め記憶している機能を可能にするために、

図３に示すようなスクリーンを、ディスプレイ１４でユーザに対して表示する。

図３の購入したオプションメニューを検索するために、例えばＰＣＭＣＩＡカー

ドとすることができるオプションカード２０を受口１６に挿入する。なお、ＰＣ

ＭＣＩＡカード２０は実際には、２メガＰＣＭＣＩＡフラッシュカードとするこ

とができる。

【００２５】

  図３に示すような、好適なＡＤＶＩＳＯＲモニタ装置用のメニューを「購入オ

プション」メニューと称する。５線ＥＣＧ及び呼吸のオプション機能を装置２の

メモリーに予め記憶しているものとすれば、これら２つのオプション機能が購入

オプションメニューボックス２４に示される。なお装置の通し番号も、メニュー

ボックス２４の最下部に示されている。

【００２６】

  さらに図３に関しては、装置２を出荷する際に可能にしていない装置２の機能

が、５線ＥＣＧ及び呼吸の機能である限りは、５線ＥＣＧ及び呼吸の機能に関連

するオプションカード２０内のソフトウエアフラグは、これらの機能のいずれも

購入していないことを示している。そしてこれらの機能についての購入フラグが

不可能を示しているので、好適なモニタ装置２を自動的に３線モードに設定して

、呼吸パラメータのボックスをスクリーンから除去して、これにより呼吸メニュ

ーの項目が表示されない。
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【００２７】

  図２に戻って説明する。同図には、オプションカード２０に記憶している３つ

の重要な数が存在する。これらの数は、データフィールド２２ｅ、２２ｆ及び２

２ｈに表わしてある。第１の数は、ユーザが行った購入の合計カウント数、即ち

購入カウント数である。このカウント数は、同じカードを使用して、複数の同じ

型の装置で同じオプション機能を動作させることを可能にする。例えば、病院が

１００個の好適なＡＤＶＩＳＯＲモニタを有して、これらの各モニタについて５

線のオプションを事前に購入していない場合には、購入カウント数のデータフィ

ールドに１００を入力することによって、ユーザが同じオプションカードをこれ

らの各モニタに挿入して、これらの各モニタにおいて、５線ＥＣＧのオプション

を動作させることができる。

【００２８】

  オプションカード２０における第２の重要な数は、使用した購入品の数、即ち

データフィールド２２ｆに表わす「使用カウント数」である。この数は、オプシ

ョンを可能にしたモニタの通し番号のリストと共に、使用した購入品の数を表わ

すものである。オプションカード２０のメモリーブロックにおいて重要な最後の

数は、データフィールド２２ｇに示すように、オプションについてリストアップ

した通し番号の数である。

【００２９】

  装置のオプションカード２０の１つにおける、特定機能またはパラメータにつ

いての購入の最大数は、好適なＡＤＶＩＳＯＲモニタについては５０００である

。追跡の目的で、特定の装置について、あるオプションを可能にするかあるいは

不可能にする毎に毎回、オプションカード２０のデータフィールド２２ｈに示す

ように、装置の通し番号をリストに追加あるいはリストから除外する。

【００３０】

  例えば図３に示すような購入オプションのスクリーンにアクセスするために、

ユーザは必要であればパスワードを入力する。なお図３に示す好適なスクリーン

については、「可能」の欄の下に「yes」で表わすように、呼吸のオプション機

能を可能にしている。また呼吸の機能に関しては、機能の可能表示の隣の数「１
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４」が、ＰＣＭＣＩＡカード上の呼吸のオプション機能について、１４回の購入

が残っていることを示している。同様にボックス２４に示すように、オプション

カード２０では５線ＥＣＧのオプション機能が可能になっていないことがわかり

、さらに、このオプションカード上に５０回の購入カウント数が残っていること

がわかり、このため所望すれば、５０個の好適なＡＤＶＩＳＯＲモニタ装置にお

いて５線ＥＣＧのオプション機能を可能にすることができる。

【００３１】

  なお図３の好適なスクリーンの下部に示すように、ボックス２６により、特定

の装置２については５線ＥＣＧのオプション機能が可能になっていないことが確

認される。さらにボックス２８により、呼吸のオプション機能が実際には可能に

なっていることが確認される。ボックス３０は、図３のオプションメニューに少

なくとも１つのディスプレイが存在することを示している。ボックス３２は、図

３のスクリーンが印刷可能であることを示している。

【００３２】

  図３に表示しているスクリーンの右上部に、ボックス３４、３６及び３８があ

る。これらのボックスは、好適なモニタ装置が実行する種々の機能を示すもので

ある。例えばボックス３４は、好適なモニタ装置がＥＣＧ機能を実行可能である

ことを示している。この場合には、電極を患者に接続していないと仮定する限り

は、ボックス３４は「リード線故障」が存在することを示す。ボックス３４内の

破線は、そこに表示する数があり得ることを示している。例えば、患者への接続

を行ってあり、患者からのＥＣＧが１２０であれば、ボックス３４に１２０が表

示される。同様に、ボックス３６はＲＳＰ機能が不可能であることを示している

。ここでも、このことは患者にセンサを接続していないという仮定によるもので

ある。最後に、ボックス３８は非浸潤性血圧（ＮＩＢＰ）機能を示している。

【００３３】

  前述したように、好適なモニタ装置２については、例えばソフトウエアを旧バ

ージョンから現在バージョンに更新する際、あるいはＳＲＡＭ１２に問題が生じ

た際のように、購入オプションがデフォルトになることが生じた際に、装置に予

め記憶しているが事前に可能にしていないオプション機能が自動的に、デフォル
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トの可能モードになる。そしてオプションフラグが「no」から「yes」に切り換

わるので、プロセッサ４が、オプションカード２０のフィールド２２ｈ内の、装

置の通し番号に一致する通し番号を検索する。選択したオプションについて、装

置の通し番号をまだカード上にリストアップしていなければ、この番号をカード

に追加して、データフィールド２２ｅに残っている購入カウント数を、例えば１

のような所定量だけ減じる。これと一緒に行うことはデータフィールド２２ｆを

増加させることであり、このデータフィールドにある使用カウント数を同じ数だ

け増加させる。他方では、選択したオプションについて、装置についての通し番

号が既にオプションカード２０上に存在すれば、オプションカード２０を借り方

にしないが、それにもかかわらずオプションを可能にする。

【００３４】

  逆に、現場を外れた装置からオプションを不可能にすべき場合には、オプショ

ンカード２０上で、装置の通し番号に一致する通し番号を検索する。こうした通

し番号が存在する場合には、この通し番号をリストから除外する。この通し番号

が存在するか否かにかかわらず、残っている購入カウント数を１だけ増加させる

。通し番号が存在するか否かにかかわらず、オプションカード２０を貸し方にす

る理由は、工場ではパラメータを使用可能にしているが、ユーザまたは販売者が

使用していることをカードに記録していない場合のためである。このため、実際

に工場でオプションを可能にしてあり、現在これを不可能にすべき場合には、オ

プションカードのカウント数を貸し方にすべきであり、これにより、オプション

カードの保持者に対する追加的コストなしに、同じオプションを有する追加的装

置を使用可能にすることができる。

【００３５】

  オプションカード２０に記録してある装置の通し番号により、オプションカー

ド２０を製造者に返却する際に、製造者がオプションカード２０に記憶してある

情報をダウンロードして、これにより、現場から外れた装置の正確な記録、及び

これらの装置において可能／不可能になっている異なるオプションを記録保持す

ることができる。

【００３６】
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  図４に、オプションカード２０と装置２との間の相互作用を示す。ステップ４

０から開始し、一旦オプションカード２０を受口１６に挿入すると、ユーザが「

設定（セットアップ）／動作（サービス）／購入」メニューを選択する。換言す

れば、図３の好適なメニューに対する３つの層が存在する。図３に示すメニュー

を多層で提供する理由は、これによりメニューへのアクセスを保護するパスワー

ドを提供するためである。このことは、例えば好適なＡＤＶＩＳＯＲモニタに対

する医師のように訓練されていない者がメニューに入って、行うべきことを正確

に知らずに、選択を開始することができないようにすることを保証する。好適な

ＡＤＶＩＳＯＲモニタ装置について異なる言い方をすれば、病院の技師が大方、

オプションメニューに入るためのパスワードを与えられるべきユーザである。

【００３７】

  一旦メニューに入ると、図３に示すようなスクリーンを表示する。こうした表

示は、オプション毎の可能の状態を示すものである（ステップ４２）。次にプロ

セッサ４４が、オプションカードを受口１６に挿入しているか否かを特定する（

ステップ４４）。オプションカードを検出しない場合には、ユーザにカードの挿

入を促して、装置２は、オプションカードを検出するまで待機する（ステップ４

６）。その後に、オプションカード２０に記憶しているデータを読み出して、カ

ードに残っている各オプション機能毎のカウント数を表示する（ステップ４８）

。

【００３８】

  ユーザがオプションを可能にすることを要求すると（ステップ５０）、オプシ

ョンカード２０をチェックして、このカード上にある使用した購入品数が、この

オプションについて元々購入カウント数よりも少ないことを確認する。（ステッ

プ５２）。そうでない場合には、この特定機能を動作させ、あるいは可能にする

ためのカウント数を使い尽くしているので、処理をステップ５０に戻して、ユー

ザが他の要求をするのを待機する。他方では、このオプションについての使用カ

ウント数が購入カウント数よりも少ないことを特定した場合には、オプションカ

ード内のこのオプションのカウント数を借り方にして、装置の通し番号をオプシ

ョンカードに記録する（ステップ５４）。換言すれば、このカードのこの特定オ
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プションについての使用カウント数を増加させる。その後に、処理をステップ５

０に戻して、ユーザが他の要求を入力したか否かの監視を継続する。

【００３９】

  選択したオプション機能を可能にすることができることに加えて、装置２に予

め記憶している選択機能であり、装置を出荷した際にはオプションであったか、

あるいは出荷後に可能にした機能も、ユーザがＰＣＭＣＩＡオプションカード２

０を用いて不可能にすることができる。可能にしたオプション機能を不可能にす

るために、ユーザがオプションを不可能にすることを要求する（ステップ５６）

。こうした要求を検出すると、オプションカードのカウント数を貸し方にして、

装置の通し番号をカードから除外する処理を行う（ステップ５８）。不可能にす

る要求を検出を検出していない場合には、処理をステップ５０に戻して、ユーザ

の次の要求を待機する。同様に、不可能にすることの要求を一旦受け取って、適

切なカウント数を貸し方にして、装置の通し番号をオプションカード２０から除

外して、処理をステップ５０に戻して、さらなる入力要求を待機する。ユーザが

購入オプションメニューの終了を選択すると、図４に示す処理を終了する。

【００４０】

  本発明の詳細部を変形、修正、及び変更することができるので、本明細書に記

載したこと、及び図面に示したことはすべて、単に例示的なものであり、限定的

なものではないことは明らかである。例えば、以上では、本発明を例示するため

に好適な医療モニタについて記述しているが、本発明は他のプログラム可能な電

子装置または電気装置に適用可能であることは当業者にとって明らかである。従

って、本発明の範囲は請求項によってのみ限定されることは明らかである。

【図面の簡単な説明】

【図１】  本発明の主要構成要素、及び装置に記憶しているオプション機能を選

択的に動作させるために用いるトークンを示す簡略化したブロック図である。

【図２】  図１に示すトークンメモリーカード内に存在する１つのメモリーブロ

ックを示す図である。

【図３】  図１の装置に予め記憶しているオプション機能を選択的に動作させる

ために、ユーザに対して提示するメニューの表示を示す図である。
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【図４】  本発明のオプションカードを用いることによって、本発明の装置に予

め記憶しているオプション機能のうち選択したものを有効にする動作を示すフロ

ーチャートである。

【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【手続補正書】

【提出日】平成１４年２月１５日（２００２．２．１５）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項１

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項１】  多数の機能を実行すべく適応可能な装置であり、

  各々が前記機能のうちの１つを実行するための、多数のプログラムまたはルー

チンを予め記憶する記憶手段と；

  トークン手段を受け入れるポート手段とを具え、前記トークン手段が、多数の

動作コードを含むデータを記憶するメモリー手段を有し、前記動作コードの各々

が、前記記憶手段に記憶している前記プログラムまたはルーチンのうち選択した

ものを動作可能にする装置において、

  前記装置に予め記憶している特定機能を使用可能にするために、前記トークン

手段内の前記特定機能に対応するコードを選択的に動作させて、前記トークン手

段を前記ポート手段に挿入すると、これにより、前記装置に予め記憶している前

記特定機能が可能になり、その後に、前記トークン手段とは無関係に可能であり

続けることを特徴とする多数の機能を実行すべく適応可能な装置。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項１５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項１５】  多数の機能を実行するための多数のプログラムまたはルーチン

を予め記憶するメモリー手段を具え、前記機能のうちの少なくとも１つが、前記

装置を最初に使用に供した時点ではオプション機能であり；

  さらに、トークン手段を受け入れるための入力ポート手段を具え、前記トーク

ン手段が、前記オプション機能を動作または不動作状態にするための少なくとも
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１つのコードを有し；

  前記トークン手段を前記入力ポートに挿入した際に、前記メモリー手段に予め

記憶している前記オプション機能を、前記トークン手段に記憶している前記１つ

のコードによって可能または不可能にして、その後に、前記装置にとって前記オ

プション機能が可能または不可能であり続けることを特徴とする多機能装置。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項２４

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項２４】  プロセッサ手段と；

  多数の機能を実行するための、前記機能に相当する数のプログラムまたはルー

チンを予め記憶するメモリー手段とを具え、前記機能のうちの少なくとも１つが

、前記装置を最初に出荷した時点では使用可能でないオプション機能であり；

  さらに、少なくとも１つの動作コードを記憶しているトークン手段を受け入れ

る入力ポート手段と；

  前記プロセッサ手段、前記メモリー手段、及び前記入力ポート手段を相互接続

するバスとを具え；

  前記装置のパワーアップに際して、前記トークン手段を前記ポート手段に挿入

すると、前記メモリー手段に予め記憶してあり、以前には前記装置によって動作

可能でなかった前記オプション機能を動作させるために、前記トークン手段に記

憶している前記１つの動作コードを読み込むことを特徴とする多機能装置。

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項３０

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項３０】  装置の受口に挿入して、前記装置に予め記憶している少なくと

も１つのオプション機能を動作させるためのメモリーカードであり、前記予め記
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憶しているオプション機能は前記装置によって実行すべく適応可能であるが、前

記メモリーカードを挿入する前には実行不可能であり、

  前記メモリーカードが、前記装置に記憶している１つの特定オプション機能を

動作させるためのデータを記憶する少なくとも１つのメモリーブロックを具え、

該メモリーブロックが、事前設定したカウント数を含むデータフィールドを含め

た多数のデータフィールドを有し、前記カウント数が、同一の前記特定オプショ

ン機能を予め記憶している前記装置及び他の装置において前記特定オプション機

能を動作させるために前記メモリーカードを使用することを可能にし、これによ

り、前記動作させたオプション機能が、前記装置及び前記他の装置において実際

に動作中の機能になり、その後に、前記メモリーカードとは無関係に、前記他の

装置の各々において前記特定オプション機能を動作させるために前記メモリーカ

ードを前記他の装置の各々の受口に挿入する毎に、前記事前設定したカウント数

を所定量だけ減少させて、前記事前設定したカウント数からの残りが前記所定量

よりも大きい限り、前記メモリーカードが前記他の装置において前記特定オプシ

ョン機能を動作させるために使用可能であることを特徴とする装置挿入用のメモ

リーカード。
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【国際調査報告】
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ＲＵ，ＴＪ，ＴＭ)，ＡＬ，ＡＭ，ＡＴ，ＡＵ，ＡＺ，
ＢＡ，ＢＢ，ＢＧ，ＢＲ，ＢＹ，ＣＡ，ＣＨ，ＣＮ，Ｃ
Ｕ，ＣＺ，ＤＥ，ＤＫ，ＥＥ，ＥＳ，ＦＩ，ＧＢ，ＧＥ
，ＧＨ，ＧＭ，ＨＵ，ＩＤ，ＩＬ，ＩＳ，ＪＰ，ＫＥ，
ＫＧ，ＫＰ，ＫＲ，ＫＺ，ＬＣ，ＬＫ，ＬＲ，ＬＳ，Ｌ
Ｔ，ＬＵ，ＬＶ，ＭＤ，ＭＧ，ＭＫ，ＭＮ，ＭＷ，ＭＸ
，ＮＯ，ＮＺ，ＰＬ，ＰＴ，ＲＯ，ＲＵ，ＳＤ，ＳＥ，
ＳＧ，ＳＩ，ＳＫ，ＳＬ，ＴＪ，ＴＭ，ＴＲ，ＴＴ，Ｕ
Ａ，ＵＧ，ＵＺ，ＶＮ，ＹＵ，ＺＷ
【要約の続き】
れていれば、製造者は、現場にある装置の、オプション
機能を可能／不可能にした状態を容易に課金管理するこ
とができる。
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摘要(译)

诸如电子医疗设备（2）之类的设备具有存储器（6b），该存储器（6b）
预先存储有用于执行各种功能的多个程序或例程。 其中某些功能是可选
功能，在设备投入使用后不会启用。 此后，如果设备的用户希望操作这
些可选功能中的任何一个，则他向用户发送带有大量存储块（20a-20n）
的选项卡（20），每个存储块为 ，一种允许预先存储的可选功能之一的
特定配置。 然后，用户将选件卡（20）插入与设备集成的插槽（16）
中，并且在设备加电时，会显示一个菜单，用于启用预先存储在设备中
的所需可选功能（ 选择24）。 选件卡（20）可以配置有此卡，其计数值
指示可以启用或禁用设备中预存储的许多可选功能的设备数。 我可以 当
选件卡（20）退还给制造商时，如果插入该卡的设备的序列号记录在该
卡上，则制造商将在现场启用/禁用该设备的可选功能。 充电状态可以轻
松管理。
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